様式9－工（市内）

	技術職員等名簿（建設工事用）
	商号又は

名　　称
	


	氏名
	生年月日
	有資格区分コード
	実務経験業務
	担当業種区分（29種）
	監理技術者資格者証交付番号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　記載要領　　・現場に配置可能な職員（代表者を含む）のみ記載すること（現場代理人・主任技術者は当該名簿の中から選任すること。）。

　　　　　　　・「有資格区分コード」は、次頁のコード表に基づいて記入すること。001～004の場合は、「実務経験業種」欄に担当業種を記載すること。

　　　　　　　・「担当業種区分」は、資格及び実務経験等により対応可能な担当業種を記入すること。

　添付書類　　・監理技術者証、国家資格者証、国土交通大臣の認定書の写し又は実務経験経歴書（別添実務経験経歴書）

　　　　　　　・常勤職員であることを証明する書類（雇用保険、社会保険等の写し）

技術職員名簿コード表

実務経験又は大臣認定

	００１
	高等学校卒業後5年以上、高専・大学卒業後3年以上の実務経験を有し、在学中に建設省令で定める学課を修めた者

	００２
	10年以上の実務経験を有する者

	００３
	建設大臣が、１級国家資格者と同等以上の能力を有すると認めた者

	００４
	００１もしくは００２に該当する者又はこれらと同等以上の知識及び技術又は技能を有すると国土交通大臣が認定した者のうち、発注者から直接請け負い請負代金の額が4,500万円以上のものに関して、2年以上指導監督的な実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者


建設業法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術士法

	１１１
	一級建設機械施工技士
	
	１４１
	建設

	２１２
	二級　　　〃　　　　　（第1種～第6種）
	
	１４２
	 〃　「鋼構造及びコンクリート」

	１１３
	一級土木施工管理技士
	
	１４３
	農業 「農業土木」

	２１４
	二級　　　〃　　　　　（土木）
	
	１４４
	電気・電子

	２１５
	　　　　　〃　　　　　（鋼構造物塗装）
	
	１４５
	機械

	２１６
	　　　　　〃　　　　　（薬液注入）
	
	１４６
	 〃　「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」

	１２０
	一級建築施工管理技士
	
	１４７
	水道

	２２１
	二級　　　〃　　　　　（建築）
	
	１４８
	 〃　「上水道及び工業用水道」

	２２２
	　　　　　〃　　　　　（躯体）
	
	１５０
	林業 「林業」

	２２３
	　　　　　〃　　　　　（仕上げ）
	
	１５１
	 〃　「森林土木」

	１２７
	一級電気工事施工管理技士
	
	１５２
	衛生工学

	２２８
	二級　　　〃
	
	１５３
	　 〃　 「水質管理」

	１２９
	一級管工事施工管理技士
	
	１５４
	　 〃　 「廃棄物処理」又は「汚物処理」

	２３０
	二級　　　〃
	
	消防法

	１３３
	一級造園施工管理技士
	
	１６８
	甲種消防設備士

	２３４
	二級　　　〃
	
	１６９
	乙種　　〃

	建築士法
	
	電気工事士法・電気事業法

	１３７
	一級建築士
	
	１５５
	第一種電気工事士

	２３８
	二級　〃
	
	２５６
	第二種　　〃

	２３９
	木造　〃
	
	２５８
	電気主任技術者（第1種～第3種）

	
	
	
	その他

	
	
	
	９９９
	推進工事技士


上記に記載の無い資格に関しては、別紙詳細資格区分を参照ください。

